
一
の
二

知
事

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五

十
号
）
に
よ
る
特
定
医
療
費
の
支
給
に
準
じ
て
行
う
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者

に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
（
以
下
「
肝
炎
医
療
費
助
成
」
と
い
う
。
）
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

一

外
国
人
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

二

肝
炎
医
療
費
助
成
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

五
の
二

教
育
委
員

会

学
校
保
健
安
全
法
に
よ
る

医
療
に
要
す
る
費
用
に
つ

い
て
の
援
助
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の

知
事

一

生
活
保
護
関
係
情
報

で
あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の

二

外
国
人
保
護
関
係
情

報
で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

条

例

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
条

例

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
三
十
二
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
の
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
の
五
の
項
の
特
定
個
人
情
報
の
欄
及
び
十
一
の
項
の
特
定
個
人
情
報
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。別

表
第
二
の
十
三
の
項
中
「
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
」
を
削
り
、
同
表
の
十
四
の
項
の
特
定

個
人
情
報
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

肝
炎
医
療
費
助
成
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

別
表
第
四
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
三
十
三
号

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
大
分
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
八
の
項
の
事
務
の
欄
の
第
三
号
中
「
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
六

条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
の
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

法
第
四
十
六
条
の
五
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
所
の
み
を
開
設
し
て
い
る
医
療
法

人
の
管
理
者
の
一
部
を
理
事
に
加
え
な
い
こ
と
を
認
可
す
る
こ
と
。

五

法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
所
の
み
を
開
設
し
て
い
る
医
療
法

人
で
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
で
な
い
理
事
か
ら
理
事
長
を
選
出
す
る
こ
と
を
認
可
す
る
こ
と
。

六

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
所
の
み
を
開
設
し
て
い
る
医
療
法
人
の
同
項
各
号

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 金 曜 日 ）

号

外

一
一
七

九
月
三
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

一
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
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に
掲
げ
る
書
類
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

七

法
第
五
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
所
の
み
を
開
設
し
て
い
る
医
療
法
人
の
定
款

又
は
寄
附
行
為
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。

八

法
第
五
十
四
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
所
の
み
を
開
設
し
て
い
る
医
療
法
人
の
定
款

又
は
寄
附
行
為
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
の
八
の
項
の
事
務
の
欄
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
四

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
欄
の
第
十
五
号
⑹
中
「
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第

四
十
六
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
号
⑺
中
「
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第

四
十
六
条
の
五
第
六
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
号
⑻
を
削
り
、
同
号
⑼
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し

書
（
第
六
号
」
を
「
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
（
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
⑼
を
同
号
⑻
と
し
、

同
号
⑽
中
「
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
九
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中
⑽
を
⑼
と
し
、
⑾
を

⑽
と
し
、
同
号
⑿
中
「
第
五
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
八
条
の
二
第
四
項
（
法
第
五
十
九
条
の
二
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
号
⑿
を
同
号
⑾
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿

法
第
六
十
条
の
三
第
四
項
（
法
第
六
十
一
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

別
表
第
二
の
八
の
項
の
事
務
の
欄
の
第
十
五
号
を
同
欄
の
第
十
四
号
と
し
、
同
欄
の
第
十
六
号
⑸
中
「
第

五
十
条
第
三
項
（
第
八
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
（
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
⑹
中
「
第
五
十
二
条
第

一
項
（
第
九
号
」
を
「
第
五
十
四
条
の
九
第
五
項
（
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
⑻
中
「
第
十
号
」
を
「
第
九

号
」
に
改
め
、
同
号
⑿
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
⒀
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十

三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
の
第
十
五
号
と
し
、
同
欄
の
第
十
七
号
を
同
欄
の
第
十
六
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
三
十
四
号

大
分
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例

（
設
置
）

第
一
条

国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
の
四
第
三
項
及
び
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の

国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
。
次
条
第
一
号
及
び

第
二
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
に
基
づ
き
、
大
分
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
二
条

協
議
会
は
、
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

一

改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二

改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二

号
）
第
七
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ

と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

（
組
織
）

第
三
条

協
議
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
を
も
っ
て
組
織
し
、
そ
の
定
数
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

数
と
す
る
。

一

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
代
表
す
る
委
員

三
人

二

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
四
条
に
規
定
す

る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
代
表
す
る
委
員

三
人

三

公
益
を
代
表
す
る
委
員

三
人

四

被
用
者
保
険
等
保
険
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十

号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
代
表
す
る
委
員

二
人
以
上
三
人
以
内

２

委
員
は
、
知
事
が
任
命
す
る
。

（
会
長
）

第
四
条

協
議
会
に
会
長
を
置
き
、
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
、
全
委
員
が
こ
れ
を
選
挙
す
る
。

２

会
長
は
、
協
議
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
選
挙
さ
れ
た
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
。

（
会
議
）

第
五
条

協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
議
長
と
な
る
。

２

協
議
会
は
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
代
表
す
る
委
員
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
を
代
表
す
る

委
員
、
公
益
を
代
表
す
る
委
員
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
を
代
表
す
る
委
員
各
一
人
以
上
を
含
む
過
半

数
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
委
任
）

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

二
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第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
協
議
会
に

諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
第
四

号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法

律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
民
健
康
保
険

法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

保
険
者
と
し
て
の
全
国
健
康
保
険
協
会
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
こ
の
条
例
の
廃
止
）

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
三
十
五
号

大
分
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三

条
に
規
定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

三


